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ポイントポイント

後期高齢者医療制度のご案内
■問合せ　国保年金課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６・１１７

後期高齢者医療制度のご案内

現在、後期高齢者医療制度に加入されている方には、令和８年７月末までの間、マイナ保険証の有無に関わ
らず、全員一律に資格確認書が交付されています。このたび国の方針に変更があり、マイナ保険証の利用促
進の観点から、令和８年８月１日から令和９年７月３１日までの期間、年齢と条件により送付するものが異な
りますので、ご注意ください。

▶８５歳以上（令和８年８月１日時点）の被保険者の方
「資格確認書」（紺色）を、手続きなしで７月末日までに特定記録で郵送します。

▶８４歳以下（令和８年８月１日時点）の被保険者の方
①マイナ保険証を普段からご利用されている方（※）
資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」を郵送します。

②上記①以外の方
「資格確認書」（紺色）を、手続きなしで７月末日までに特定記録で郵送します。
※マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
・過去１年間で６回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近３か月以内にマイナ保険証を利用された方

８月以降の資格確認書等の交付について

令和８年８月１日時点で85歳以上である

令和８年８月１日から有効な
資格確認書が交付されます

マイナ保険証を持っている
（マイナ保険証の利用登録をしている）

資格確認書の交付を希望する 令和８年８月１日から有効な
資格確認書が交付されます

役場国保年金課の窓口での申請で、
令和８年８月１日から有効な
資格確認書が交付されます

医療機関の窓口で、
マイナ保険証をご提示ください
（資格情報のお知らせが届きます）

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
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「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？

暮らしサポート

い や や

～以上２件、国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～
（広告欄）

後期高齢者医療保険料のご案内

▶保険料の納め方

Ⓐ年金からの天引き（特別徴収）
◇対象者：年金の受給額が年間１８万円以上の方
◇納め方：原則として年金から天引きされます。（２か月ごとの徴収）
※届出により、口座振替に変更できます。

Ⓑ口座振替や納付書による納付（普通徴収）
◇対象者：年金の受給額が年間１８万円未満の方や、年度途中に資格を取得した方等
◇納め方：口座振替や納付書により納付してください。（納付書は７月中旬に年間分を送付）
※これまで国民健康保険税を口座振替にしていた方も、改めて口座振替の手続きが必要です。

令和８年度の保険料について

後期高齢者医療保険料は、前年の所得に基づき計算され、７月に決定します。
普通徴収（納付書または口座振替）の方は、７月中に納入通知書を送付します。

１．医療費の自己負担割合について
医療機関窓口における負担割合は原則１割ですが、一定以上の所得のある被保険者およびその被保険者と同
一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者（負担割合３割）を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。

２．医療費の自己負担限度額について
医療機関窓口での一部負担金の支払いには、上限があります（自己負担限度額）。
限度額区分を記載した資格確認書を医療機関に提示すると、支払いを自己負担限度額までとすることができ
ます。
※詳しくは、資格確認書に同封するパンフレット「資格確認書の交付について」をご覧ください。

医療費の自己負担について

マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、
事前申請不要で自己負担限度額までの支払いとする
ことができます。

ぜひご活用ください　マイナ保険証
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